
基発第0128003号

平成 21年 1月28日

厚生労働省労働基準局長

(公 印 省 略)

都道府県労働局長 殿

｢小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業実施要綱｣等の改正について

標記については､平成 11年 4月 1目付け基発第 220号 ｢小規模事業場

等団体安全衛生活動援助事業の実施について｣ (以下 ｢局長通達｣ とい うO)

において示 しているところであるが､今般､本事業について財務省による平

成 20年度予算執行調査が行われ､その結果､本事業を終了 した事業場にお

ける安全衛生活動の定着が不十分であるとして､内容の見直 しによる効率化

を図るよう指摘 された ところである｡

ついては､別添のとお り局長通達及び小規模事業場等団体安全衛生活動援

助事業実施要綱を改正 したので､事業の円滑な実施に努めるよ う取 り計 らい

願いたい｡



二 二二二.
0｢小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業の実施について｣ (平成 11年 4月 1日付け基発第 220号) 新 旧対照表

(下線部は改正部分)

改 正 案

記

1 候補団体の選定について

(1) 各局管内における労働災害発生状況及び各局の重点施策を踏

まえて､労働安全衛生面で改善を期 し､本事業の効果が期待で

きる団体 を選定す ることo

(2) 労働災害発生件数の多い団体を優先す ること｡

(3) 本事業の効果が､登録 された団体の事業場以外の事業場にも

波及す ることが期待できる団体を選定す ること｡

(4) 選定す る団体の属す る事業場の主な業種について､製造業以

外の業種については偏 りが生 じないよう配慮す ること｡

iii 各局 2団体を目安 として選定す ることO

2 行政の指導､援助

本事業は､委託事業 として実施す るものであるが､行政 として

もその効果的かつ円滑な実施 を図るため､必要な指導､援助に努

めること｡

別添 小規模事業場等団体安全衛生子吉動援助事業実施要綱

1 日約

本事業は､小規模事業場における安全衛生活動計画の策定､安

全衛生教育等の基本的安全衛生活動の実施について 2年間支援 し

､更に､ 自主的及び継続的に安全衛生活動を実施できるよう､ 自

立準備のため 1年間､中長期的な安全衛生活動計画の策定のため

の支援 を行 うことにより､小規模事業場の労働安全衛生水準の向

上を図ることを目的 とす る｡

記

1 対象団体の選定について

(1) 各局管内における労働災害発生状況及び各局の重点施策を踏

まえて､労働安全衛生面で改善を期 し､本事業の効果が期待で

きる団体 を選定することD

(2) 当面､製造業に属する事業場 を主たる構成員 とす る団体を=選

定す ることo

iBi 各局 2団体 を目安 として選定す ること｡

2 行政の指導､援助

本事業は､委託事業 として実施す るものであるが､行政 として

もその効果的かつ円滑な実施 を図るため､必要な指導､援助に努

めること｡

別添 小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業実施要綱

1 日的

本事業は､小規模事業場における安全衛生活動計画の策定､安

全衛生教育等の基本的安全衛生活動の実施について 2年間支援 し

､更に､ 自主的及び継続的に安全衛生活動 を実施できるよ う､自

立準備のため 1年間､中長期的な安全衛生活動計画の策定のため

の支援 を行 うことによ り､小規模事業場の労働安全衛生水準の向

上を図ることを目的 とする｡



2 実施主体

本事業は､厚生労働省 と委託契約を締結 した者が実施する｡立
お､事業の実施に当たっては､厚生労働省 と十分な連携の下に行

うものとする｡

3 事業の対象

次の要件を満たす事業場の団体及びその事業場に対 して行 うO

なお､本事業において重盗を行 う団体及びその事業場は､変造
者が選定 し､ 4 (16) により受託者が適格性を審査する｡

(i)小規模事業場を主たる構成員 とする団体であること｡なお､

小規模事業場 とは､中小企業 (資本額又は出資額が 1億円以下

の法人又は常時使用 される労働者数が 300人以下)の うち常

時使用 される労働者数が 50人未満の事業場をい う ｡

(2)団体の運営に関する規約､役員､事務局等が定められてお り

､継続 した活動が期待できる団体であること｡

(3)地域的にまとま りのある団体であること｡

4 事業の概要

小規模事業場を主たる構成員 とする団体及びその事業場 (以下

｢団体等｣ とい う｡)に対 し､以下 (1)か ら_i止｣の内容の事
業を行 うとともに､その成果を､団体等以外の小規模事業場へ波

及 させるために､ (12)か ら⊥上皇｣の事業を行 うO
ただ し､ (5)については､団体を構成 している全ての小規模

事業場において実施す るOまた､ (6)か ら (8)については､

団体を構成 している小規模事業場における危険 ･有害業務の内容

､安全衛生教育の実施状況､機械設備の点検実施状況､災害発生

2 実施主体

本事業は､以下に示す要件を満たす者 と厚生労働省 とが委託契

約を締結 し､当該者が実施するO

(1)全国斉-的に事業を実施できる者であることO

(2)事業場に対する調査 ･指導が実施できる事業主団体であるこ

凹『
(3)労働災害防止に関する専門的な知見を有する者が確保できる

二二._
(4)労働災害防止に対する指導 ･研修等の実績があること0

3 事業の対象

次の要件を満たす事業場の団体及びその事業場に対 して行 う｡

なお､本事業において支援援助を行 う団体及びその事業場は､

4(川 により受託者が適格性を審査 し､委託者が決定するO

(i)小規模事業場を主たる構成員 とする団体であること｡なお､

小規模事業場 とは､中小企業 (資本額又は出資額が 1億円以下

の法人又は常時使用 される労働者数が 300人以下)の うち常

時使用 される労働者数が 50人未満の事業場をい う｡

(2)団体の運営に関する規約､役員､事務局等が定められてお り

､継続 した活動が期待できる団体であることO

(3)地域的にまとま りのある団体であること0

4 事業の概要

小規模事業場を主たる構成員 とする団体及びその事業場 (以下

｢団体等｣ とい うD)に対 し､以下 (1)から｣iBL の内容の事

業を行 うとともに､その成果を､団体等以外の小規模事業場-演

及 させるために､ (12)か ら_li旦｣の事業を行 うO



状況等を踏まえ､必要に応 じて実施する｡

(1)普及 ･広報

団体等の安全衛生活動の促進及び安全衛生意識の向上を回る

｡また､事業を広 く周知 させるための資料を作成 し､幅広 く効

果的に配布する｡

(2)安全衛生活動等実態調査

団体等の安全衛生水準､安全衛生活動等の実態を把握するた

め､災害発生状況､安全衛生活動実施状況等を 1回程度調査す

る｡

(3)安全衛生管理活動の指導

団体等の安全衛生活動計画の策定及び団体安全衛生活動の企

画立案を重臣塗す るo

(4)構成事業場会議等の開催

本事業に対する理解を深め､団体等における安全衛生活動の

推選を図るため､団体及び全ての事業場の代表者を参集 した構

成事業場会議を年 1回以上開催す る｡また､安全衛生活動計画

の実施､その他団体安全衛生活動の推進に当た り､団体等の管

理監督者を参集 した運営委員会を年 4回程度開催 し､安全衛生

活動の実施を指導 し､資金援助を行 う｡

亡且｣安全衛生診断の指導等
団体の小規模事業場に対 し､労働安全コンサルタン ト､労働

衛生コンサルタン ト､安全管理士又は衛生管理士による安全衛

生診断を受けることを指導 し､資金援助を行 うo

(1)普及 ･広報

団体等の安全衛生活動の促進及び安全衛生意識の向上を図る

Dまた､事業を広 く周知 させるための資料を作成 し､幅広 く効

果的に配布するO

(2)安全衛生ラ音動等実態調査

団体等の安全衛生水準､安全衛生活動等の実態を把握するた

め､災害発生状況､安全衛生活動実施状況等を 1回程度調査す

る｡

(3)安全衛生管理活動の指導室
団体等の安全衛生活動計画の策定及び団体安全衛生活動の企

画立案をする｡また､安全衛生活動計画の実施､その他団体安

全衛生活動の推進に当た り､団体及び小規模事業場の管理監督

者を参集 した運営委員会を年 4回経度開催 し､安全衛生活動の

実施を指導 し､支援する｡

以下の (4)か ら (7)については､団体を構成 している小規

模事業場における危険 .有害業務の内容､安全衛生教育の実施状

況､機械設備の点検実施状況､災害発生状況等を踏まえ､必要に

- 【(7)より移動】



亡且⊥ 安全衛生教育等の指導等
団体の小規模事業場に対 し､その使用する労働者が次の安全

衛生教育等を受講す ることを指導 し､必要に応 じて資金援助を

行 う｡

イ 技能講習

口 特別教育等

ハ 職長等の教育
二能力向上教育等

ホ その他労働災害防止に資する教育

し乙｣機械設備安全化等の指導等
団体の小規模事業場に対 し､所有する機械設備に係る次の点

検の実施等を指導 し､必要に応 じて資金援助を行 う｡

イ 動力プレス及びフォークリフ トの特定 自主検査

口 杢盗加工用機械､動力プレス､研削盤等の危険機械の
日常点検のマニュアル及び作業標準書の作成

亡且｣特殊健康診断等の指導等
団体の小規模事業場に対 し､特殊健康診断及び作業環境測定

等の実施を指導 し､必要に応 じて資金援助を行 う｡また､労働

者数 10人未満の小規模事業場に対 し､深夜業を含む業務に常

時従事す る労働者に対する特定業務従事者の健康診断の実施を

指導 し､必要に応 じて資金援助を行 うD

【(5)-移動】-

L旦⊥ 安全衛生活動結果の評価 ･分析
団体及びその小規模事業場が行った安全衛生活動結果の評価

及び分析を行い､委託者に報告する｡

止吐__経営者安全衛生講習会の開催

団体に属する事業場の経営首脳者の安全衛生知識を高め､安

全衛生意識を向上 させ るための経営者安全衛生講習会を47都

道府県で年 1回払土開催するo

L且｣安全衛生教育等の指導等
団体の小規模事業場に対 し､その使用す る労働者が次の安全

衛生教育等を受講することを指導 し､必要に応 じて資金援助を

行 う｡

イ 技能講習

口 特別教育等

ハ 職長の教育等
二能力向上教育等

LB_L機械設備安全化等の指導等
団体の小規模事業場に対 し､所有す る機械設備に係る次の点

検の実施等を指導 し､必要に応 じて資金援助を行 う｡

イ 動力プレス及びフォークリフ トの特定自主検査

口 重主加工用機械､動力プレス､研削盤等の危険機械の
日常点検のマニュアル及び作業標準書の作成

亡且ユ_特殊健康診断等の指導等

団体の小規模事業場に対 し､特殊健康診断及び作業環境測定

等の実施を指導 し､必要に応 じて資金援助を行 う｡また､労働

音数 10人未満の小規模事業場に対 し､深夜業を含む業務に常

時従事す る労働者に対する特定業務従事者の健康診断の実施を

指導 し､必要に応 じて資金援助を行 う｡

亡エ｣安全衛生診断の指導等
団体の小規模事業場に対 し､労働安全コンサルタン ト､労働

衛生コンサルタン ト､安全管理士又は衛生管理士による安全衛

生診断を受けることを指導 し､必要に応 じて資金援助を行 うO

(8)安全衛生活動結果の評価 .分析

団体及びその小規模事業場が行った安全衛生活動結果の評価

及び分析を行い､委託者に報告す るD

LBL 経営者安全衛生講習会の開催

団体に属する事業場の経営首脳者の安全衛生知識を高め､安

全衛生意識を向上させ るための経営者安全衛生講習会を47都

道府県で年 1回程度開催する｡



LiiL 自立のための支援
団体が､自主的及び継続的に安全衛生活動が実施できるよう

､自立準備のため､次の事項を行 う｡

イ 中長期的な安全衛生活動計画の策定及び実施について

盟主邑豊
口 安全衛生関連情報の提供

【 (16)-移動】-

(12)事例集の作成 ･配布

安全衛生活動実施状況等について､事業場の実地調査及び指

導等を行い､事例について取 りまとめ､事業主に対 し､幅広 く

紹介する｡

(13)業種別安全衛生活動マニュアルの作成 ･配布

本事業の結果を踏まえ､全国的組織を有する業種別Efl体等の

協力の下､業種別安全衛生情動マニュアルを作成 し､当該業種

別団体等を通 じた同マニュアル等の普及により､当該業種別団

体等の安全衛生活動の活性化を図るO

iigL 自立のための支援
団体が､自主的及び継続的に安全衛生活動が実施できるよう

､自立準備のため､次の事項について支援を行 う｡

イ 中長期的な安全衛生活動計画の策定､実施及び評価

口 安全衛生関連情報の提供

iii⊥ 次年度における本事業の対象候補団体の審査

委託者が提示 した対象候補団体について､次の 1)か ら6)

の書類の弓是出を求め､その内容を確認することにより本事業の

対象 としての適格性を審査 し､審査結果を委託者に報告する｡

なお､当該書類については､事業終了時に他の報告書 と併せ

て委託者に提出すること｡

1)団体規約

2)構成事業場名簿

3)役員名簿

団体役員､団体安全衛生責任者､事務局担当者が定められ

ていること｡なお､団体安全衛生責任者 とは､団体の安全

衛生活動の企画 ･立案 ･推進 ･経理管理などの職務を行 う

者であり､団体役員､事務局長などであること｡

4)運営委員会名簿

5)董墓計画書 (提出が可能な場合のみ提出を求めること)
6)前年度の収支決算書 (提出が可能な場合のみ提出を求める

三上⊥
(12)安全衛生活動実施状況等について､事業場の実地調査及び指

導等を行い､事例について取 りまとめ､事業主に対 し､幅広 く

紹介する｡



(14)関係機関との連携

本事業の成果を団体等以外の小規模事業場に対 しても波及 さ

せるべ く､関係団体 ･行政機関等 と連携 して､必要な事業を行

う｡

⊥迫｣上記 (i)から__上主上｣の事業を実施するにあたっては､効果
的 .効率的かつ全国斉-的に実施するための方策を講 じること

上丘｣次年度における本事業の国選 の審査

委託者が提示 した国生について､次の 1)から6)の書類の
提出を求め､その内容を確認することにより本事業の対象 とし

ての適格性を審査 し､審査結果を委託者に報告するo

l)団体規約

2)構成事業場名簿
3)役員名簿

団体役員､団体安全衛生責任者､事務局担当者が定められ

ていることOなお､団体安全衛生責任者 とは､団体の安全

衛生活動の企画 ･立案 ･推進 ･経理管理などの職務を行 う

者であり､団体役員､事務局長などであること｡

4)運営委員会名簿

5)安全衛生活動計画書 (経費内訳を含む)

5 支援内容

事業年度における団体等に対する支援は､以下のとお りとする

(1)初年度団体-の支援

委託者が提示する団体及びその小規模事業場について､且｣
1)から (5)､ (6)のイか らハ､ (9)､ (10)について

支援を行 うこと｡この うち､ (5)及び (6)のイからハのい

ずれかの安全衛生教育等は全ての小規模事業場が受けること∩

(2) 2年 目団体-の支援

委託者が提示する団体及びその小規模事業場について､前年

度の安全衛生診断､安全衛生括動結果の評価等を勘案 し､旦｣

_⊥主立｣本事業の成果を団体等以外の小規模事業場に対 しても波及 さ
せ るべ く､関係団体 ･行政機関等 と連携 して､必要な事業を行
∴

.止ま｣上記 (1)から｣迎｣の事業を実施するにあたっては､効果
的 ･効率的かつ全国斉-的に実施するための方策を講 じること

- 【(ll)より移動】

5 支援内容

事業年度における団体等に対する支援は､以下のとお りとする

(1)初年度団体-の支援

委託者が提示する団体及びその小規模事業場について､旦_｣

1)から (9)について支援を行 うこと｡

(2) 2年 目団体-の支援

委託者が提示する団体及びその小規模事業場について､前年

度の安全衛生活動結果の評価等を勘案 し､4 (1)から (9)



1)から (4)､ (6)か ら (10)について支援を行 うこと｡

(3) 3年 日団体-の支援

委託者が捷示する団体について､4 (1)､ (2)､ (4)

､ (10)､ (10 について支援を行 うことO

時点における安全衛生活動結果の評価等を勘案 し､一部の団体

に対 し､ 4 (6)について支援を行 うこと0

6 施行期日
この実施要綱は､平成 21年度か ら運用することとし､平成 1

9年度及び平成 20年度か ら本事業の対象 となった団体について

は､なお従前の例によることO

について支援を行 うことD

(3) 3年 目団体-の支援

委託者が提示する団体について､ 4 (1)､ (2)､ (9)

(10)について支援を行 うこと｡


